
3 ［６ . 1 0 . 1 5］

市
民
文
化
祭

10
月
下
旬
ま
で
の
日
程

（
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
（
４
８
１
）０
３
０
５
）

新
教
育
長
に
嶺
岸
秀
一
氏

６
年
９
月
30
日
付
け
で
小
林
伸
夫
教
育
長
が
辞

職
し
た
こ
と
に
伴
い
、
10
月
1
日
付
け
で
嶺
岸
秀

一
氏
が
教
育
長
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

（
教
育
総
務
課
（
４
８
１
）０
３
０
０
）

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
に
周
郷
文
雄
さ
ん

９
月
議
会
で
任
期
満
了
に
伴
う
市
選
挙
管
理
委
員
と
補
充
員
が
選
出
さ

れ
ま
し
た
。
改
選
後
の
委
員
会
で
、
委
員
長
に
周
郷
文
雄
さ
ん
が
、
同
職

務
代
理
者
に
廣
川
実
さ
ん
が
決
ま
り
ま
し
た
。
委
員
は
江
野
澤
眞
利
子
さ

ん
、
木
村
惠
子
さ
ん
で
す
。
ま
た
、
補
充
員
は
江
口
修
さ
ん
、
鈴
木
耕
一

さ
ん
、
大
熊
正
雄
さ
ん
、
多
田
勇
三
さ
ん
で
す
。
な
お
、
任
期
は
６
年
９

月
29
日
か
ら
10
年
９
月
28
日
ま
で
で
す
。

（
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
４
８
３
）１
１
５
１
）

市
役
所
の
人
事
異
動（
10
月
１
日
付
）

■
課
長
相
当
職
【
教
育
委
員
会
】
▼
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課

大
野
光
弘

（
職
員
課
（
４
８
７
）５
１
１
１
）

国
際
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
パ
ー
テ
ィ
ー
２
０
２
４

市
内
在
住
の
幼
児
・
小
学
生
を
対
象
に
し
た
「
国
際
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
パ
ー

テ
ィ
ー
２
０
２
４
」
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。
仮
装
し
て
参
加
。
募
集

人
数
は
30
人
（
先
着
順
）。

▼
日
時

10
月
31
日
㈭
午
後
３
時
30
分
〜
５
時
30
分

▼
場
所

イ
オ

ン
モ
ー
ル
八
千
代
緑
が
丘
ロ
ー
ズ
広
場

▼
申
し
込
み

10
月
27
日
㈰
ま

で
に
、
メ
ー
ル
に
住
所
、
氏
名
（
保
護
者
名
も
）、
年
齢
・
学
年
、
電
話 ▲ 嶺岸秀一氏

　オレンジリボンには「児童虐待防止」というメッセージが込められており、
オレンジ色はこどもたちの明るい未来を表しています。子育ての不安やストレ
スを一人で抱え込まず、家族や相談できる場所に気持ちを話してみることが大
切です。お問い合わせは、子ども相談センター 421-6755へ。

11月はオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンです11月はオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンです
こども虐待のない社会を目指してこども虐待のない社会を目指して

みんなで虐待を防ごう

　全国的に増加している児童虐待の件数は、
本市でも依然として高い水準にあります。
　こどもへの虐待は、家族間のストレス、経
済的な問題、親子の孤立などさまざまな要因
が複雑に絡み合って起こります。虐待の背景
には、頼る先がなかったり、さまざまな個性
を持つこどもの子育ての大変さを周囲の人に
理解してもらえないなど、保護者自身が孤独
で、苦しんでいる場合もあります。そのため、
虐待を防ぐには、周囲の温かい支えと寄り添
った支援が必要です。

虐待防止のための３ステップ

①学ぼう　虐待が起きてしまう背景について
学びましょう。虐待をしてしまう保護者自身
が次のような悩みなどを抱えていることが考
えられます。
● こどもの年齢による特性・発達への焦りや
不安
• こどもが何をしてもいつまでも泣き止まな
い、イヤイヤする
• 言葉を話さない、動き回るなど、年齢に応
じた発達が分からない

虐待の種類とサイン

●身体的虐待　殴る、蹴る、縛りつける、
戸外に締め出すなど
【サイン】体に傷やあざがある、急におび
えたり怖がったりする、家族が子育てや介
護に疲れているなど
●心理的虐待　怒鳴る、罵る、無視する、
こどもの前で家族に暴力を振るったり、喧
嘩を見せるなど
【サイン】落ち着きがなく、攻撃的な態度
が見られる、自分で自分を傷つける、家か

ら怒鳴り声や泣き声、大きな音が聞こえる
など
●ネグレクト（放置・放任）　食事を与えない、
置き去り、必要な医療を受けさせないなど
【サイン】体から異臭がするなど衛生状態
が悪い、同じ服装が続く、外で見かけなく
なった、家の周囲にゴミが放置されている
など
●性的虐待　性的ないたずらをする、性的
行動を見せる、性器を触る、触らせるなど
【サイン】卑猥な言葉を発するようになる、
周囲の人の体を触るようになるなど

●保護者自身の心配事や負担感、孤独感
• 自分の仕事や介護、家族関係などでストレ
スがたまっている
• 周囲に相談したり頼りにできる人がいない
●保護者の育ちや周りからの影響
• 親自身が叩かれたり、怒鳴られてしつけら
れたので、叩いたり、怒鳴ることがしつけ
だと思っている
• こどもが言うことを聞かないのは、親が甘
いからだと責められた
②声かけをしましょう　虐待が発生する背景
には、家庭が地域から孤立している場合があ
ります。困ったときにＳＯＳを出せる人の存
在が大切です。気にかけてくれている人がい
るだけで、育児を乗り切る
力になります。日常的な挨
拶や、気になる家庭に「大
丈夫？」の一言など声掛け
が大切です。
③支援の利用に繋げましょう　子育てに身も
心も疲弊してしまい、虐待が起きてしまう場
合があります。家庭の事情に合った相談機関
やサービスを利用することで、状況が改善す
ることも多くあります。心配だと思ったら、
相談機関を紹介したり、連絡してください。

虐待かもと思ったら

　虐待の真偽に関わらず、心配をしたり、悩
んだときは、まずは相談してください。地域
の皆さんの気づきと相談により、保護者とこ
どもへの速やかな支援につながります。
　虐待の事実が確認されなかった場合でも、
罰せられることはありません。また、相談し
た人のプライバシーは法律で守られ、匿名で
も受け付けています。
　市では、相談を受けた際、状況の確認、保
護者との面談、再発防止の検討、必要なサー
ビスの紹介などを行います。
　こども家庭庁のホームページに
は、体罰や暴言がこどもに与える
影響や体罰をしないための工夫が
紹介されています。詳しくは、右
のコードからご覧ください。

▲ こども家庭庁
ホームページ

子育ての相談窓口（虐待含む）

●子ども相談センター 421-6755
祝休日・年末年始を除く月曜日～金曜日
午前９時～午後５時
18歳未満のこどもとその家庭の総合相談
●母子保健課 482-9533
祝休日・年末年始を除く月曜日～金曜日
午前８時30分～午後５時
妊娠、出産、子育てについての相談
●千葉県中央児童相談所（子ども家庭
110） 043-252-1152
365日対応　午前８時30分～午後８時
●児童家庭支援センター「子ども未来サ
ポートセンターやちよ」 409-5551
365日対応　午前９時～午後５時
●児童相談所相談専用ダイヤル 0120-
189-783　
年中無休　午前８時30分～午後５時
虐待の通告
●子ども相談センター 421-6755
●千葉県中央児童相談所 043-253-4101
祝休日・年末年始を除く月曜日～金曜日
午前９時～午後５時
●児童相談所虐待対応ダイヤル 189※

通話料無料（※お近くの児童相談所に繋
がります）24時間・365日対応

イ
ベ
ン
ト

日

時

場

所

第
33
回
八
千
代
台

東
南
公
民
館
ま
つ
り

10
月
19
日
㈯

午
前
10
時
〜
午
後
３
時
30
分
同
館
、八
千
代
台
東
南
公
共

セ
ン
タ
ー（
作
品
展
示
・
体
験

コ
ー
ナ
ー
）

10
月
20
日
㈰

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

同
館
、八
千
代
台
東
南
公
共

セ
ン
タ
ー（
作
品
展
示
・
演
技

発
表
）

や
ち
よ

フ
ラ
フ
ェ
ス
タ

10
月
19
日
㈯
・
20
日
㈰

午
後
１
時
〜
４
時

市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

第
47
回
華
道
展

10
月
26
日
㈯
・
27
日
㈰

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

勝
田
台

文
化
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

第
43
回

高
津
公
民
館
ま
つ
り

10
月
26
日
㈯

午
前
９
時
〜
午
後
１
時
30
分
南
高
津
小
学
校
体
育
館

（
演
技
発
表
）

10
月
26
日
㈯
・
27
日
㈰

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

同
館（
作
品
展
示
）

第
40
回

村
上
公
民
館
ま
つ
り
10
月
27
日
㈰

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

同
館


